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令和７年度宮城県総合畜産共進会 肉用牛の部  

  令和７年９月５日から６日にかけてみやぎ総合家畜市場（美里町）で開催された家畜の 

改良意欲の高揚並びに飼養技術の向上を競う行事です。 

  加美町で生産された基幹種雄牛「勝美桜１」を父として第２区に出品し特別賞を受賞し

た大崎和牛改良推進組合のみなさんです。 

令和９年８月に開催される全国和牛能力共進会北海道大会に向けて出品できるよう飼養

管理技術の向上を図っています。 
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Ⅰ はじめに  

（１）策定の趣旨 

本県は、総合計画である「宮城の将来ビジョン」（平成１９年度策定）及び「宮城県震災復興

計画」（平成２３年度策定）等に基づき様々な施策を展開してきた。 

北部地方振興事務所も、これらの計画を踏まえ「大崎地域の振興」を中長期的な視点から重点

的に取り組む施策の方向性を示すものとして「大崎地方振興指針」を策定し、各種施策に取り組

んできたところである。 

令和３年度において、新たな総合計画である「新・宮城の将来ビジョン」（以下、「新ビジョ

ン」という）が策定されたことから、本指針についても改めて策定したものである。 

 

（２）構成及び計画期間 

本指針は、大崎地域の振興について基本的な姿勢や考え方を示す「基本方針」、「基本方針」

に基づき北部地方振興事務所として中期的な視点から重点的に推進する「重点推進事項」及び

「重点推進事項」を進める具体的な取組である「取組項目」で構成している。 

本指針の計画期間は、新ビジョンの計画期間と同じ令和３年度（２０２１ 年度）から令和１２

年度（２０３０年度）までの１０年間とする。 

また、本指針における「重点推進事項」については、新ビジョン実施計画の前期（４年）・中

期（３年）・後期（３年）に合わせて見直しを行う。 

 

（３）持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）との関係 

持続可能な世界の実現に向けたＳＤＧｓの達成に取り組むことは 人口減少や地域産業・社会の

衰退といった本県が直面する諸課題を解決する上で極めて重要であることから、ＳＤＧｓの「包

摂性」や「統合性」といった特徴、１７の目標と１６９のターゲットの内容を本指針の基本方針

や重点推進事項などに反映し取組を進めることとしており、「取組項目」に関連する目標を記載

している。 

 

  



- 2 - 

 

Ⅱ 管内概況  

大崎地域は、北西部から西部にかけて山形・秋田

両県との境をなす奥羽山脈が連なり、東に向かって

次第に傾斜しながら平坦地が広がっている。管内を

横断する形で、荒雄岳を源とする江合川と船形連峰

を源とする鳴瀬川が西から東に向かって流れ、広大

な大崎耕土を潤している。また、栗駒国定公園、県

立自然公園船形連峰や、箟岳山をはじめとする５つ

の県自然環境保全地域、加護坊・箟岳山緑地環境保

全地域、さらにはラムサール条約湿地である「蕪栗

沼・周辺水田」と「化女沼」があり、優れた自然景

観と貴重な動植物の生息地を有している。 

地形は、①自然豊かなリゾート地帯の薬萊地区及

び鳴子温泉郷をはじめとする北西部の山間地帯、②

肉用牛及び採卵鶏などの畜産が盛んな西部の丘陵地帯、③「ひとめぼれ」、「ササニシキ」など良質

米を産する「大崎耕土」が広がる中央部・東部の平坦地帯の３形状に大別される。 

交通網は、高速交通ネットワークとして東北新幹線（古川駅）と東北自動車道（古川ＩＣ、長者原

スマートＩＣ、三本木スマートＩＣ）があり、その他一般国道や鉄道が交差する交通の要所となって

いる。 

市町村数は、平成の大合併により１市４町（大崎市・色麻町・加美町・涌谷町・美里町）となり、

総面積は 1,523.91 平方キロメートル（県全体の 20.9％）である。人口は 18 万 4,761 人（住民基本

台帳年報：令和７年１月１日現在）で（図１）、宮城県全体の 8.4％を占めるが、年々減少傾向にあ

る。高齢化率は宮城県平均の 29.7％に対し、34.9％（宮城県高齢者人口調査：令和７年３月３１日

現在）となっている（図２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業経済の状況は、総生産（令和４年度宮城県

市町村民経済計算）が 699,947 百万円で、県内総

生産 9,614,668 百万円の 7.3％を占め、産業別構

成比は、第１次産業が3.7％、第２次産業が35.1％、

第３次産業が 61.4％となっている（図３）。 
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Ⅲ 地域の現状と課題  

県の人口は本格的な減少局面を迎えており、大崎地域においても、今後、人口減少や少子高齢化

の進行、若年層の流出による各産業の担い手不足の深刻化が懸念されている。また、経済のグロー

バル化に伴う自由貿易の拡大や、国の農業政策の変更など、社会経済を取り巻く環境は大きく変化

している。さらに、ウクライナ危機に端を発する世界的な原油価格・物価上昇は、幅広い業種の事

業者に対し大きな影響を及ぼしている。 

加えて、近年、大規模な自然災害や特定家畜伝染病が相次ぎ、農林畜産物の安定的な供給への影

響が懸念されている。さらに、人口減少の進行により、住民の地域活動に支障が生じ、地域の活力

の低下が進みつつある。 

 

【商工業】 

  ○ 商業について、事業所数は東日本大震災後に大幅に減少し、その後は横ばい傾向が続いてい

る。従業員数及び年間商品販売額は、震災後に一時減少したもののその後は増加傾向にある。

令和３年度は平成２８年度と比較すると、事業所数及び年間商品販売額は減少し、従業員数は

わずかに増加している（図４～６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 他の地域と同様に、郊外型の大規模小売店舗が増えている一方で、地域密着型の小売事業者で

は、事業主の高齢化や後継者不足が深刻化しており、商店街の衰退とともに中心市街地の空洞化

が進行している。 

 

○ 工業について、事業所数は、東日本大震災以降、令和２年までは減少傾向が続いていた（図７）。 

従業者数及び製造品出荷額は、景気の動向や企業の経営方針に大きく左右される。震災による

大幅な落ち込みの後は、自動車関連業種や電子部品関連業種が好調に推移し、増加が続いていた。 

しかし、令和元年及び令和２年は、主に電子部品関連業種の生産額の影響により減少傾向にある

（図８・９）。 

なお、「宮城県の工業（工業統計調査：従業員４人以上の事業所）」は、令和４年以降、「経

済構造実態調査」に包摂され、国直轄調査として実施されることとなったため、令和２年分の公

表をもって独自集計・公表は終了。令和３年分以降は、「経済構造実態調査」（製造業実態調査：

個人経営を除く全事業所）を掲載のため、令和２年以前とは単純に比較できない。 
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○ 隣接する仙台北部地域に自動車生産の拠点が形成されており、公共インフラをはじめとする県 

が持つ優位性や、これまでの誘致活動で得られた知見も活かした半導体産業などの県内誘致への 

動きや、次世代放射光施設の運用開始を契機とする企業の誘致・集積など、ビジネスチャンスと 

なる大きな動きがある一方、就業者の定着率の低下や新規高卒者等の新規就業者数の減少が懸念 

されていることから、ものづくり企業の人材の確保・育成に一層取り組む必要がある。また、原 

材料価格高騰やエネルギーコストの上昇などの影響により、事業の継続が困難になる事業者が増 

えると懸念されていることから、関係機関と連携して情報提供などを行い、事業継続の支援を強 

化する必要がある。 

 

【観 光】 

○ 大崎地域は、美しい自然や豊富な食材、県内有数の温泉地である鳴子温泉郷など恵まれた観光

資源を有している。 

観光客入込数は平成２１年まで年々増加を続け、1,000 万人を超えていた。しかし、平成２２

年には 997万人と減少に転じ、平成２３年は東日本大震災の影響で８８５万人に激減した。宿泊

観光客数も減少傾向にあったが、平成２３・２４年は温泉旅館での二次避難者の受け入れや復興

関連需要により一時的に増加した。 

震災前の水準回復を目指し、平成２４年から観光キャンペーンに取り組んだ結果、観光客入込

数は一定の成果を上げ、平成２９年には震災前の 94.7％にまで回復。令和元年度までは横ばい傾

向が続いた。      

一方で、宿泊施設や湯治客の減少により、宿泊観光客数は減少傾向が続いていた。令和２年以

降、新型コロナウイルス感染症の影響で観光客入込数・宿泊観光客数ともに大幅に減少したが、

令和４年は新型コロナウイルス感染症拡大後初めて、年間を通じて行動制限がなかったことなど

から、増加に転じた。令和６年は、前年と比較して観光客入込数が約 47万人、宿泊観光客数が約

4万人増加し、３年連続の回復が見られた（図１０）。 

〇 大崎地域及び鳴子温泉郷の観光宿泊客を居住地別に見ると、県全体と比べて県内居住者の割合

が大きい（図１１）。引き続き「第６期みやぎ観光戦略プラン」に沿って、官民が一体となり、

各種キャンペーン等を通じた観光資源のＰＲなどにより宿泊観光客数等の増加や交流人口・関係

人口の拡大を図る。また、インバウンド旅行客の増加に向け、訴求力の高い観光ルートの開発や

マーケティングを推進するとともに、受け入れ態勢の強化を図る必要がある。令和８年度からは

宿泊税活用事業が開始されることから戦略的な観光地域づくりや周遊性向上のための二次交通対

策を実施するため、市町等との連携を通じながら、実効性のある観光施策を推進する。 
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図１０ 大崎地域の観光客等入込数推移

出典：令和6年観光統計概要（観光戦略課）
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図１１ 宿泊観光客数の居住地別構成比

出典：令和6年観光統計概要（観光戦略課）
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【雇 用】 

○ 管内の雇用情勢は、人手不足や少子高齢化を

背景に、求職者数に対して求人者数が多い状況 

から、有効求人倍率が平成２５年度以降１．０

倍を超える水準で推移してきた。しかし、物価 

高騰に伴うコスト増による企業の求人手控えな

どの影響もあり、令和６年度の平均有効求人倍 

率は、０．９７倍と１．０倍を割り込んだ。雇

用情勢は弱含みで推移しており、物価高騰など 

が今後の雇用に与える影響により一層注意が必

要である（図１２）。 

職種別に見ると、求人と求職のバランスに大

きな差がある。一般事務職などでは求職者が多い一方で、建築・土木、介護、機械整備業などで

は求人数が求職者数を大きく上回っており、職種間で雇用のミスマッチが発生している。 

 

○ 管内の新規高卒者の就職内定率は､ほぼ100％

の高い水準で推移している（図１３）。 

なお、管内の令和７年３月新規高卒者は､

1,542人で、このうち求職者数は498人。 

一方、新規高卒者に対する管内の求人数は818

人で、求人数が求職者数を上回っている。 

 

○ 今後、人口減少や少子化が加速する中、地域

経済の活力を維持していくためには、若者の流

出や早期離職の防止、外国人材など多様な人材

の確保が重要となる。そのため、管内の立地企業、高校、市町、ハローワークなどと連携し、企

業の認知度向上や地学地就を促進するための支援を強化する必要がある。また、多様な働き方を

支援する施策を推進し、企業の魅力や労働環境を向上させることで、雇用の促進につなげ、さら

に、多様な人材の活用を支援し、人材不足の解消を図ることで、地域産業の持続性を目指す必要

がある。 
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【農 業】 

  ○ 大崎地域は、奥羽山脈から流れる江合川と鳴瀬川の流域に肥沃な「大崎耕土」の水田地

帯が広がり、「ひとめぼれ」や「ササニシキ」に代表されるブランド米の産地となってい

る。また、水田をフル活用するため、大豆や麦類に加えて近年は子実用とうもろこしが作

付けされている。大崎市は全国でもトップクラスの国内産大豆の生産規模を誇るほか、小

麦は大崎市及び美里町が県内上位の作付面積、子実用とうもろこしは大崎市が県内最大の

作付面積で、次いで涌谷町となっている。 

園芸関係では、施設栽培のほうれんそうやこねぎ、なす、露地栽培のねぎやはくさい等

の主産地であり、大崎市古川のなす、加美郡のねぎ、涌谷町のこねぎは県内トップクラス

の生産を誇る。 

 

〇 農業産出額については、米消費量の減少や農

畜産物の価格低迷に加えて、遊休農地の増加な

どにより減少傾向にあったが、令和５年の農業

産出額は前年より約 18％増の 5,873千万円で、

このうち米が 2,119 千万円、麦類・豆類が 101

千万円、園芸が 617 千万円、畜産が 3,000 千

万円となっており、米と畜産で約 90％を占め

る（図１４）。 

  今後、更なる農業産出額の拡大に向けては、

穀倉地帯・畜産地帯としての地域の特徴を維持し

つつ、水田農業の高収益化や園芸振興を推進する必要がある。 

   

○ 認定農業者及び新規就農者はここ数年横ばいか

らやや減少傾向にあり、地域農業を持続的に維持・

発展させていくためには認定農業者をはじめ、新

規就農者や女性農業者等の多様な担い手の確保が

急務である。令和６年度末に各市町が策定した「地

域計画」に基づき、担い手育成や農地の集積・集

約を進めていく必要がある。 

農業法人については、新たに設立された法人の

経営の早期安定化に向けた継続的な支援が必要で

ある。また、雇用就農の受け皿として、組織体制

の整備・強化等を支援し、雇用機会の創出を図る必要がある（図１５）。 

 

○ 燃油や肥料等生産資材の価格高騰等の影響により、農産物の生産・販売への影響が懸念されて

おり、影響を受けた農業者に対しては経営の継続に向けた支援が必要である。また、近年は大雨

や記録的な夏季の高温など、異常気象が頻発する傾向にあることから、気候変動に対応した生産

体系への転換が必要である 。 

一方で、こうした社会経済情勢や自然環境の変化等にも対応できる強い農業経営体の育成が急

務となっている。 

 

○ 県内有数の穀倉地帯である当地域においては、米づくりを推進するため、主力品種「ひとめぼ

れ」と併せ、極良食味品種「だて正夢」、玄米食向け品種「金のいぶき」、ササニシキに類似し

た良食味の地域ブランド米「東北１９４号」（大崎市「ささ結」、ＪＡ加美よつば「ささゆた香」）、

酒造好適米「吟のいろは」など、需要に応じた多彩な米の生産振興が求められている。また、水

稲とともに大豆や麦類が作付けされており、いずれも県内最大の産地となっているが、更に収益

性の高い露地野菜（高収益作物）や飼料作物（子実用とうもろこし等）の栽培など、水田をフル

に活用する取組が必要である。一方で、農業従事者の高齢化や人口減少による担い手や労働力不
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足など、農業生産力の低下が懸念されている。県内全域へのＲＴＫ基地局設置に伴い、生産性の

向上や低コスト化に向けたスマート農業技術の活用が求められている。 

 

○ 更なる園芸振興に向けて、施設園芸や土地利用型園芸（野菜）の取組を拡大するため、ＪＡ部

会等の生産組織体制の強化に加え、法人などによる機械化一貫体系の導入や環境制御技術の高度

化による生産性向上のほか、実需者ニーズに対応した加工・業務向け野菜の推進が必要である。 

 

○ 担い手の減少、高齢化が進行する中、世界農業

遺産「大崎耕土」を礎とした地域農業の持続的な

発展を実現するためには、農地利用の最適化や担

い手の育成・確保等を推進し、効率的で生産性の

高い農業経営に取組むなど、農業の構造改革が不

可欠であり、農地の集積・集約化を通じた規模拡

大や経営の法人化等を支援していく必要があるほ

か、農業の競争力を強化し、意欲ある農業者が農

業を継続できる環境を整えることが重要である。 

このため、農業の高付加価値化等の課題に

応じて農地整備事業を実施し、農地中間管理

機構と連携し担い手への農地集積・集約化を進めつつ、生産性の向上や経営の効率化とと

もに、高収益作物の導入・拡大を図るため、農地の大区画化・汎用化等を推進する必要が

ある（図１６）。また、管内の農業水利施設の約７割が標準耐用年数を超過し更新時期を迎えて

いるが、施設数が多く一気に対応することが困難であるため、農業水利施設ストックマネジメン

トを推進し、施設の長寿命化を図り財政負担を平準化しつつ、既存施設の有効活用を図っていく

ことが必要となっている。 

さらに、土地改良施設及び関連施設の全体が適切に保全され、土地改良事業の効果が十分に発

揮される必要があり、保全管理の中心を担う土地改良区の組織運営基盤の強化を図るため、引き

続き関係市町等と連携した支援が不可欠である。 

 

  ○ 管内では東日本大地震のほか、平成２７年から令和４年の７年間で３度も大水害に見舞われる

など、近年、集中豪雨や大地震等の自然災害により、農業水利施設が被災し、農用地だけでなく

地域住民の財産、公共施設にも甚大な被害が頻発していることから、地域住民の暮らしの安全を

確保する観点から、農業用施設の整備状況や利用状況等を把握し、地域の実情に即した施設の整

備、利用及び保全を総合的に実施する防災・減災対策が必要である。 

 

○ 過疎化や高齢化等の進行に人口減少が相まって、農村の集落機能が低下し、農地や農業用水等

の地域資源を守る力が脆弱化していることから、適切な保全管理等が行われるように、地域の共

同活動を支援していく必要がある。 

 

○ 中山間地域では、深刻な担い手不足により地域の農

業・農村の維持が困難になりつつある。中山間地域な

らではの地域資源等を活用しながら、関係団体や住民

が一体となって取り組む地域営農システムの構築が必

要である。また、野生鳥獣による農作物被害は、特に

イノシシの生息域拡大に伴う農作物への被害が深刻な

状況にあることから、市町や農業者から、更なる支援

対策の充実が求められている（図１７）。 
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  ○ 食の安全・安心に対する関心が高まる中、消費者   

から信頼される農産物の生産が一層求められている。 

   また、環境問題への関心も高まりをみせており、環境

保全を重視した生産方式への転換が求められている。 

このため、国際水準ＧＡＰの取組導入やみやぎの環

境にやさしい農産物認証・表示制度、みどりの食料シ

ステム法に基づく環境負荷低減事業活動実施計画等、

環境に配慮した持続性の高い技術水準の農業者を育

成し、面積拡大を進めていく必要がある（図１８）。

また、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響につ

いては、引き続き、関係機関と連携しながら、放射性

物質のモニタリング検査等を継続する必要がある。 

 

【畜 産】 

○ 管内の畜産は、稲作等耕種部門との複合経営として定着し、県内でも有数の畜産地帯となって

いる。飼養戸数については、飼養者の高齢化及び後継者不足等から小規模な飼養者層を中心に減

少傾向にある。頭羽数については、一部の大規模飼養者は増頭・増羽傾向にあるが、全体では横

ばい傾向にある（図１９～図２１）。 

 

○ 肉用牛経営では、不安定な国際情勢に伴う飼料・資材の高騰や牛肉の需要低迷等が重なり、子

牛を購入する肥育農家の収益性が悪化している。その影響で子牛価格も低迷していたが、令和６

年６月以降徐々に回復基調にある。 

こうした中、優秀な県有種雄牛の造成等による基盤の整備、全国和牛能力共進会の出品対策を

通じた飼養管理技術の向上を図るほか、畜産クラスター事業の活用やＩＣＴ技術導入による省力

化の取り組みを支援する必要がある。 

 

○ 養豚経営では、企業経営による生産が大勢を占める中、県の系統造成豚「しもふりレッド」、

｢ミヤギノＬ２」を活用し、飼料用米を給与した特徴のある豚肉の生産が一部で行われており、生

活協同組合等と連携し銘柄豚として販売されている。 

 

○ 配合飼料の価格は、令和２年１０月頃から国際相場や海上運賃の高騰、不安定な国際情勢や円

安などの要因が重なり、高騰が続いている。価格安定制度の発動や国県の支援事業もあるが、

上昇分を吸収しきれず、畜産経営を圧迫している。 

 

○ 高病原性鳥インフルエンザ、豚熱、口蹄疫等の家畜伝染病については、消費者の食の安全・

安心への関心も高まる中、発生による経済的被害も甚大であり、生産者・関係機関等と密接に

連携を図りながら、継続的に防疫演習等を実施し防疫体制を強化する必要がある。 

加えて、農場での防疫対策強化のため、生産者への「飼養衛生管理基準」の遵守並びに動物

用医薬品等の適正使用の指導を行い、健康で安全な畜産物の生産を推進する必要がある。 
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○ 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（平成 11 年法律第 112 号）に基づく処

理施設については、引き続き適正な管理指導とともに耕畜連携による堆肥等の流通促進を図る

必要がある。 

 

○ 福島第一原子力発電所の事故により生じた一時保管稲わら・利用自粛牧草等については、適正

保管やすき込み処理の支援、除染後・すき込み後に収穫された牧草等の検査をすることにより、

安全・安心な畜産物の生産を支援する必要がある。 

 

【林 業】 

○ 当地域の森林面積は、総土地面積の 56％、84,757haであり、うち民有林は、森林面積の 56％、

47,482haとなっている。また、民有林のうち人工林の割合は 56％、26,409haで、そのうち約 80％

をスギが占め、収穫期を迎える８齢級（36年生）以上の面積が森林全体の 44％を占めている。 

その一方で、林業の採算性が低迷していること、森林所有者の高齢化が進んでいること等によ

り管理放棄される森林や、相続に伴う所有権の移転等により所有者や境界が不明な森林が増加し

ており、森林整備が進まない大きな要因にもなっていることから、森林が有する公益的機能の低

下が懸念されている。 

このような中、適切な管理が行われていない森林の整備を進めるため、市町村が主体となって

森林所有者と林業事業体をつなぐ仕組みである「森林経営管理制度」の円滑な推進に向けて、恒

常的なマンパワー不足等の課題を抱える管内市町の実情に応じた支援を行うことが必要となって

いる。 

なお、県では、本県の森林づくりや林業・木材産業の振興の基本理念として「みやぎ森と緑の

県民条例」（平成３０年３月制定）及び「みやぎ森と緑の県民条例基本計画（新みやぎ森林・林

業の将来ビジョン）」（計画期間：平成３０（2018）年度～令和９（2027）年度）を策定し、「①

林業・木材産業の一層の産業力強化、②森林の持つ多面的機能の更なる発揮、③森林、林業・木

材産業を支える地域や人材育成、④東日本大震災からの復興と発展」の４つの政策の実現に取り

組んでいる。 

 

○ 管内の民有林における素材生産量は、東日本大震

災の影響を受け減少したが、平成２６年度以降増加

に転じ、近年は 10 万立方メートル前後で推移して

いたものの、令和６年度は対前年度比 68％の 71,862

立方メートル（推定値）と再び減少に転じている 

（図２２）。 

森林資源の循環利用を一層推進するため、森林施

業や木材生産の集約化、伐採から再造林までの「一

貫作業システム」を推進するとともに木材の需要拡

大を図る必要がある。 

 

○ 管内の特用林産物の生産状況は、生産量では大型

生産施設での菌床きのこ栽培が主体となっており、

県内生産のほぼ全量を占めるブナシメジや同じく約

８割を占めるエノキタケなど、県内最大の産地となっ

ている（図２３）。 

農林家の重要な複合経営作目であった原木シイタ

ケや、旬の直売所を賑わす山菜類については、放射

性物質の影響により依然として一部品目で国の出荷

制限指示を受けている。 

一方、露地栽培の原木シイタケ、タケノコ、コゴ

ミ、大崎市産野生タラノメの出荷制限指示は解除さ

れ、近年では、大崎市産の野生キノコのうち、ナメ



- 10 - 

 

コ、ナラタケ、ムキタケが令和５年度に、クリタケが令和６年度に、さらに、大崎市産のコシア

ブラが令和７年度に、それぞれ非破壊検査器による全量検査を条件に出荷制限が一部解除された。 

しかし、その他の野生キノコ・ゼンマイ（以上大崎市産）及び野生ワラビ（大崎市・加美町産）

で出荷制限指示が継続しており、食の安全の確保のための放射性物質検査や直売所等の指導、出

荷制限解除に向けた調査、生産者への指導・支援や風評被害対策等に引き続き取り組む必要があ

る。 

 

○ 管内におけるツキノワグマの出没状況については、令和７年度はブナなどの堅果類が凶作にな 

り山の食料が不足したことや、前年度の豊作によって個体数が増加したクマの行動範囲が拡大し 

たことなどから子グマを伴って人里に出没する件数が増加し、前年度比 671％の 738件となるな 

ど過去最多を記録した。また、人身被害（負傷）が１件発生した。 

有害捕獲許可の件数は 189頭（125件）に達し、捕獲頭数も 175頭（うち錯誤捕獲 59頭）と過

去最多となった。 

ツキノワグマの大量出没を受けて、管内１市２町（大崎市、色麻町、加美町）では対策本部が

設置されるとともに緊急事態宣言等が発令された。 

令和８年度以降についても、引き続き管内市町との連携を密にしながら適切な有害捕獲の実施

に努め、人身被害等の発生防止に取り組む必要がある。 
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Ⅳ 基本方針  

前述の様々な課題を解決するため、「新・宮城の将来ビジョン」及び各産業分野の計画の示す方向

性のもと、社会情勢の変化に対応し、地域の社会経済の持続性を確保していくため、地域の産業を支

える人材の確保や経営体を育成するとともに、豊かな地域資源を生かした各産業の振興を進めつつ、

生産性の向上や生産基盤の整備による競争力強化の取組を一層推進していく。 

さらに、自然災害等に備えた危機管理対応の強化、農林畜産物の定期的な放射性物質検査などによ

る安全な農林畜産物の安定供給及び地域の活力維持のための住民が主体となった地域づくりなど、大

崎地域の住民が安全で安心して暮らせる環境を確保していく。 

このため、引き続き、下記のとおり中期的な視点から重点的に推進する事項（以下「重点推進事項」

という。）及び重点推進事項を進める具体的な取組（以下「取組項目」という。）を定め、管内市町

はもとより、民間企業、関係団体ＮＰＯ、地域住民等を含めた連携・協働により推進する。 

 

Ⅴ 重点推進事項及び取組項目  

  「重点推進事項」は、令和７年度から令和９年度までの中期３年間において、修正の有無について

十分に検討した結果、前期計画と同様に中期的な視点から重点的に取り組む事項として継続する。ま

た、「取組項目」は、中期３年間で取り組むべき具体的な内容を示したもので、事業の進捗状況など

も踏まえ毎年度必要な見直しを行う。 

 【重点推進事項】 

１ 未来を担う産業人材の育成 

２ 地域資源を活かした観光・サービス業の振興 

３ 地域経済を支える産業の持続的な発展 

４ 農業・林業・畜産業の生産基盤等の整備 

５ 安全・安心な暮らしの確保 
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【取組項目】 

１ 未来を担う産業人材の育成 

 

(1) ものづくり産業を担う人材の確保・育成支援  

 

①  将来的なものづくり産業の人材確保のため、小中学生が親子で地元ものづくり企業をはじめ 

とする管内企業を知り、その現場を見学し工場ならではの技術体験や仕事の魅力にふれるイベ 

ントを開催するとともに、高校生等の現場訪問（工場見学）やスマホ版企業紹介ガイド 

ブックの製作及び合同企業説明会等を実施する。 

② 産業関係団体等と連携した研修会を開催するなど、ものづくり企業の人材育成を推進

する。 

③ 圏域版産業人材プラットフォーム
※

等を活用して、管内の立地企業や高校、市町、ハローワー

ク、その他関係機関による情報交換会等を開催し、ものづくり産業を担う人材の確保・育成に

必要な情報を共有する。また、大崎市地域雇用創造協議会とも連携を図りながら、地域の雇用

創出を推進する。 

  ※地域産業の中核的な人材（＝産業人材）を育成するため、産学官の人材育成関係機関等を 

   構成員として設立した連携組織。 

④ 大崎地域における産業を維持・発展していくため、管内の生産年齢人口を確保し、ものづく

り企業を含め女性が活躍できる職場環境づくりを推進する。 

 

(2) 地域を支える意欲的な農業経営体の育成強化  

 

① 地域計画の「農業を担う者」が将来にわたり安定的な農業経営を行うために、担い手組織等

の法人化や既存の農業法人をはじめとした担い手の経営強化に向けて支援する。あわせて、農

地中間管理事業を活用した農地の集積・集約化等を推進する。 

②  地域の園芸産地をリードする大規模園芸経営体の育成や企業参入の促進による園芸産地の

拡大を推進する。 

③  農産物直売所や新商品開発販路開拓に取り組むアグリビジネス経営体などへの支援を通じ

て、企業的経営を目指す経営体の育成を推進する。 

④ 新規就農者や女性農業者などの多様な担い手を確保・育成するため、就農相談を実施すると 

ともに、生産技術や経営管理を指導を実施し、就農者の定着と経営の安定化を支援する。 

 

  (3) 林業の事業体強化と将来に向けた担い手の育成  

 

① みやぎ森林・林業未来創造機構による技能講習や研修開催を支援し、森林施業プランナーの

育成や新規就業者やＵＩＪターン者への技能習得等を促進するとともに、組織管理や人材育成

研修などを通じて、経営者のスキルアップを図る。 

② 森林組合の経営体制を強化するための財務基盤充実に向けた支援のほか、森林組合経営ビジョ

ン・中期経営計画の着実な実行に向けたフォローアップ、中小企業診断士等の専門家派遣によ

る経営改善を支援する。 

③ 教育機関と連携し、小中学生を対象とした森林体験学習を推進するほか、職員の母校におけ

るリクルート活動等、将来の林業の担い手確保に向けた取組を積極的に推進していく。 

 

  (4) 地域の中心となる先進的畜産経営体の育成  

 

① 家畜飼養頭数の減少、畜産生産者の高齢化等に対応するため、省力機器を備えた畜舎の整備

や公共牧場の利活用を進めることにより、畜産経営の規模拡大と収益力の強化を推進する。 
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１ 未来を担う産業人材の育成に関する数値目標 

関連Ｎｏ 項   目 目標（前期） 

（令和６年度末） 

実績 

（令和７年度末） 

目標（中期） 

（令和９年度末） 

(2)－①②③ アグリビジネス経営体数 

（販売金額１億円以上の

経営体）（※１） 

 40経営体 24経営体 

（R6年度） 
40経営体 

(2)－①②③ 農業法人数（※１）  187法人 167法人 

（R6年度） 
187法人 

(2)－① 担い手への集積率（大崎

圏域）（※１） 

 74.7％ 72.2％ 

（R6年度） 

78.8％ 

(4)－① 大規模肉用牛繁殖経営体

数（繁殖雌牛 50頭以上

飼養農場） 

15経営体 7経営体 12経営体 

■  項目末尾に（※１）が付いている項目の実績（令和７年度末）は、調査期間の関係から直近の実績 

値を記載しています（以下、同じ）。 

 

２ 地域資源を活かした観光・サービス業の振興 

 

(1) 観光資源を活かした観光関連産業の振興  

 

① 大崎地域の温泉等では短期間滞在（日帰り客）が多いことから、長期滞在を促すため、温泉

地の賑わい創出の取組への支援、既存コンテンツとの連携促進や高付加価値化を推進するほか、

二次交通の充実や大崎地域外の観光地と連携した周遊ポテンシャルの向上を図るとともに、宿

泊施設の施設改修、人手不足の緩和、生産性向上を支援することで、長期滞在者の宿泊環境の

整備を促進する。 

② 観光消費額を増加させるため、インバウンド旅行客をターゲットとした訴求力の高い観光ルー

ト開発やマーケティング、宮城オルレ大崎・鳴子温泉コースの訪問者の受入態勢強化を図るほ

か、長期滞在と広域周遊を促すため、地域産品の活用や農商工事業者等と連携により地域内で

の調達率を高める取組等を通じ、美味しく豊富な地元食材を活用した料理・酒等の地域の観光

資源の掘り起こし、磨き上げを行う。 

③ 旅行者ニーズの把握、旅行者データの分析を促進するため、地域内でのＤＭＯ創設や観光関

連団体の体制強化、観光地域づくりに関わる人材との連携を図るほか、ＳＮＳやアプリ等を活

用し大崎地域の市町の魅力や観光イベントを積極的に情報発信するとともに、ＩＴに強い観光

事業者が増えるよう、ＤＸの推進やＳＮＳを活用したマーケティングなどの研修会や情報交換

会を実施する。 

④ 仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会及び秋田県・山形県の一部地域との三県連携交流事

業により、研修会を開催して受入体制の強化を図るとともに、各種イベントの実施やＳＮＳ等

を活用した広域的な誘客を促進する。 

⑤ 世界かんがい施設遺産「南原穴堰」をはじめ、世界農業遺産「大崎耕土」の優れた景観や多彩 

な食材、文化等の地域の資源や魅力を生かし、都市と農村の交流や地域の活性化に向けた農泊、 

グリーン・ツーリズム活動促進、実践者の意識や資質向上を支援するほか、教育旅行やＭＩＣ 

Ｅの誘致を推進する。 

⑥ これら具体の観光施策実施に当たっては、みやぎ観光振興会議大崎圏域会議や令和７年度か 

ら設置された大崎圏域宿泊事業者部会を通じて、宿泊税を活用した施策の立案や実施した事業 

の効果検証を行い、地域一体となった実効性のある観光施策を推進する。 
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(2) 地域食材等を活用した食関連産業の振興  

 

① 地域食材に対する実需者の理解と活用を促すため、マッチング機会の創出や商談会等の情報

提供を行いながら、食関連産業の振興を図る。あわせて、地域食材を活用した新商品、郷土料

理、食文化に関する取組などの積極的な情報発信により、「食」による地域活性化を図る。 

② 地産地消の拠点である管内の農林畜産物直売所・農家レストラン等の魅力をＰＲし、生産者

と消費者の交流促進や地域農産物の消費拡大を図る。 

③ 各市町や多様な主体が地域の特色を生かしながら実施する食育活動をより効果的に展開する

ため、保健福祉事務所・教育事務所と連携しながら、情報提供や活動に対する支援を行う。 

 

２ 地域資源を活かした観光・サービス業の振興 

関連Ｎｏ 項   目 目標（前期） 

（令和６年度末） 

実績 

（令和７年度末） 

目標（中期） 

（令和９年度末） 

(1)－①④⑤ 宿泊観光客数（※１） 
－ 

 58万人泊

（R6.1～12月） 
87万人泊 

（R9.1～12月） 

    ■ （※１） 

 

３ 地域経済を支える産業の持続的な発展 

 

(1) ものづくり企業等の活動支援  

 

① ものづくり企業や各種経営体等の現状・ニーズを把握し、有益な情報提供や効果的な支援策

を講じるため、地学地就コーディネーターと連携し、企業訪問を行う。 

② 大崎地域の内発型産業の振興を目的とする「一般社団法人おおさき産業推進機構」等との連

携強化を図りながら、ものづくり企業の経営基盤強化のための取組を支援する。また、本県に

立地優位性のある半導体関連産業においても、地域産業に与える影響が大きいことから、関係

機関と連携を密にし、情報共有を図っていく。 

③ 定期的な商工会議所や商工会への情報提供及び意見交換などを行うことにより、社会情勢等

の変化に対して的確に対応できる経営体の育成を支援する。 

④  人口減少に伴う若年層の県外転出等が進む中、大崎地域の産業を維持・発展していくために

は、最大の潜在力である女性の活躍が不可欠であることから、１市４町及び一般社団法人おお

さき産業推進機構、商工会議所、商工会等と連携を図りながら、管内企業の生産年齢人口を確

保し、女性が活躍できる職場環境づくりに向けた取組を引き続き推進する。 

⑤  今後、外国人材等が県内産業の一翼を担う社会へと大きく変化していくと考えられる。この

ため、大崎市や一般社団法人おおさき産業推進機構等と緊密に連携し、企業訪問等による管内

事業者への意識醸成やマッチングなどを通じ、「大崎市立おおさき日本語学校」修了生の管内

定着など、多様な人材の雇用を推進する。 

 

    (2) 持続可能な農業・林業の生産振興 

 

①  経営所得安定対策等を有効に活用し、需要に応じた米づくりと水田収益力強化ビジョンの実 

現に向け支援する。あわせて、水田フル活用に向け、麦・大豆の生産性向上や、さつまいも・

たまねぎ・にんじんなど高収益作物への作付転換を円滑に進めるほか、補助事業による機械・

設備の導入を支援する。さらに、地元が主体的に取り組む地域ブランド米については、ブラン

ドコンソーシアムの構成員としてブランド化に向けた取組を支援する。また、実需者と連携し

た酒造好適米や新市場開拓米などの生産体制確立、水稲の乾田直播、子実用とうもろこし、大

豆等を含めた水田輪作体系の確立に向けた取組を支援する。 

②  主要農作物の種子生産については、県内の約６割を担う水稲をはじめ、需要が高まっている 

パン用小麦、大豆について、安定的に優良な種子を供給できるよう、採種農家の生産技術向上 
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に向け支援・指導する。 

③ 本県が目指す園芸振興を実現するため、大区画ほ場などの水田における取組を推進する大規 

模土地利用型法人等への機械化一貫体系の導入や施設園芸の生産性と品質向上に向けた高度な 

環境制御技術導入に加え、地域が一体となって取り組む収益性の高い園芸作物の産地形成を支  

援する。 

④ ＩＣＴ技術（情報通信技術）等の先端技術を活用したスマート農業技術による生産性の向上 

や省力・効率化等を実現し経営の改善を図るため、営農管理システムによる見える化や県が整 

備したＲＴＫ基地局を活用した農業機械の自動操舵や高精度作業の導入等を促進するとともに、 

補助事業等を活用したスマート農業技術の導入を支援する。 

⑤ 畑わさび等中山間地域特有の資源を活かした売れる園芸作物の生産拡大など、地域活性化に 

つながる取組を支援するとともに、地域農業の維持発展に向けた担い手の確保・育成を促進す 

る。 

⑥ 気候変動に対応できる農業生産を図るため、栽培体系の見直しや品種の選定をＪＡ等と検討 

していくほか、適正管理や適期収穫・調整及び病害虫防除などの徹底を図る。また、堆肥の活 

用など耕畜連携や環境負荷低減技術の導入を支援し、持続可能な農業生産を推進する。 

⑦ 農業の構造改革と競争力強化が不可欠であることから、担い手への農地集積・集約化を推進 

するほか、生産性の向上、経営の効率化、高収益作物の導入・拡大等を図るとともに、規模拡 

大や法人化を支援するため、ほ場の大区画化や汎用化等の推進により、優良な農業生産基盤を 

確保する。 

⑧ 野生鳥獣による農作物被害を軽減するため、鳥獣被害防止総合対策交付金を活用し、市町が 

作成した「被害防止計画」に基づく取組を総合的に支援するとともに、市町やＪＡ、共済組合 

等を構成員とする「地域連携会議」を開催し、情報の共有化を図るなど、被害防止に向けて連 

携した取組を推進する。 

⑨  圏域を越えて広域化した農業協同組合に参加する農業者の営農活動が円滑に展開できる 

よう、関係機関が連携した取組を進める。 

⑩ 管内の豊富な森林資源は利用期を迎えており、これを地域で有効に循環利用していくため、 

高性能林業機械やスマート林業技術、さらには伐採から造林までの「一貫作業システム」を積 

極的に活用し、木材生産コストの低減を図るとともに、伐採後の再造林を推進する。 

⑪ 森林環境譲与税を適切かつ有効に活用し、各市町が意向調査から集積計画の策定や森林整備 

の実施まで森林経営管理制度に基づく各取組を円滑に進められるよう、圏域推進会議の開催や 

伴走型支援を継続する。 

⑫ 特用林産物については、農林家の複合経営作目として重要な位置を占めていることから一層 

の生産流通拡大と産地化を図るため、生産規模の拡大を図ろうとする生産者の体制強化を支援

するとともに、伝統産業との連携も踏まえて令和７年度からスタートした漆など新たな作目の

実証試験についても継続して進める。 

 

(3) 畜産の競争力強化に向けた生産振興 

 

① 収益性が高く持続可能な畜産経営を実現するため、畜産クラスター事業等を活用した機械の

導入や施設の整備を推進する。 

② 畜産業の労働負担の軽減や生産性の向上を図るため、ＩＣＴ技術を活用した省力化機器の導

入と活用を推進する。 

③ 肉用牛の子牛の安定供給や能力の高い繁殖雌牛群を整備するため、現場後代検定等を支援し、

特色のある優れた種雄牛の造成を推進する。 

④ 乳用牛の生涯生産性を高め、酪農経営の安定化を図るため、牛群検定事業などを活用した遺

伝的改良と飼養管理技術の向上を推進する。 

⑤ 仙台牛の産地維持・発展のため、生産者に対する巡回指導により、飼養管理の向上を図る。 
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３ 地域経済を支える産業の持続的な発展に関する数値目標 

関連Ｎｏ 項   目 目標（前期） 

（令和６年度末） 

実績 

（令和７年度末） 

目標（中期） 

(令和９年度末) 

(2)－①③④ 水田活用による園芸作

物の作付面積（※１） 

1,225ha 989ha 

(R6年度) 

1,225ha 

(2)－④ ＩＣＴ等省力管理機器導入

農家戸数 
10戸 73戸 43戸 

(2)－⑧ 野生鳥獣による農作物

被害額（※１） 

15,000千円 15,806千円 

(R6年度) 

15,000千円 

(2)－⑩ 将来的な木材資源確保のた

めの植栽面積 
53ha 45ha 53ha 

(3)－⑤ 仙台牛の主産地である

ＪＡ古川肥育農家巡回

指導回数（関係機関連

携） 

年 2回巡回 

（対象 35戸） 

年 2回巡回 

（対象 29戸） 

 

年 2回巡回 

（対象 29戸） 

■ （※１） 

 

４ 農業・林業・畜産業の生産基盤等の整備 

 

(1) 生産基盤の着実な整備と保全 

 

①  スマート農業の導入等により、営農や水管理の省力化を実現するため、不整形や矮小な区画 

や排水不良が農作業の支障となっている水田について、引き続き、ほ場の大区画化 

を推進する。また、作物の生育環境の改善とともに、米中心の営農体系から、野菜等の高収益 

作物を取り入れた営農体系への転換を図るため、暗渠排水の整備等による排水改良を推進する。 

② 農業水利施設について、老朽化が進行している施設の劣化とリスクに応じた対策の工法、

時期を選定することにより、計画的に対策を進めるストックマネジメントを推進し、施設の

長寿命化を図る。また、施設の保全管理を担っている土地改良区等の施設管理者が行う取組

を支援する。 

③ 飼料の生産と飼料自給率の向上を図るため、畜舎・機械等の施設整備や草地の整備・改良を

推進する。 

④ 老朽化した広域たい肥センターの施設や機械等の機能保全と長寿命化を図る。 

   
 

 (2) 森林の持つ公益的機能の高度発揮  

 

① １ヘクタール（太陽光発電施設の設置にあっては 0.5ヘクタール）を超える森林を開発する

場合は、林地開発許可制度に従って指導し、無秩序な森林開発等を防止する。 

② 森林が持つ多面的機能を高度かつ持続的に発揮させていくため、森林整備や路網整備を推

進するとともに、集約化による施業の効率化を図るため、森林経営計画の策定を促進する。 

４ 農業・林業・畜産業の生産基盤等の整備に関する数値目標 

関連Ｎｏ 項   目 目標（前期） 

(令和６年度末) 

実績 

（令和７年度末） 

目標（中期） 

(令和９年度末) 

(1)－① 水田整備率（※１）（※２）（※３） 24,401ha(76%) 24,222ha(76%) 

（R6 年度） 

24,500ha(77%) 

(1)－② 農業水利施設の機能維持のために対策

に取り組む施設数（※１）（※２） 

（※３） 

6施設 5 施設 

（R6年度） 

7施設 

(2)－② 森林施業の団地化（森林経営計画面積） 24,121㏊ 15,881 ㏊ 28,399㏊ 

■（※１） 



- 17 - 

 

■ 項目末尾に（※２）が付いている項目は、計画期間の累計値（積算値）となります。 

■ 項目末尾に（※３）が付いている、農業農村整備事業に関する項目の目標は、第３期みやぎ農業農村整  

備基本計画の目標年に合わせて前期は令和７年度中間目標値、中期は令和１２年度目標値を記載していま 

す（以下、同じ）。 

 

５ 安全・安心な暮らしの確保 

 

 (1) 安全で安心できる農林畜産物の安定的な供給 

  

① 消費者から支持される農林畜産物の生産を拡大するため、ＧＡＰの考え方や制度について農 

業者への理解浸透を図りながら、国際水準ＧＡＰ等の導入やその取組を支援する。  

② 農業の持続的な発展及び環境と調和のとれた農業生産を確保するため、「みどりの食料シス

テム戦略」に基づく環境負荷の低減を図る取組の支援とそれに併せた「みどり認定」の促進、

「みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度」の普及推進を行う。 

③ 農薬の適正使用・管理を図るため、販売業者や使用者の立入検査・指導を行う。また、肥料

の適正な生産・流通を図るため、製造業者の立入検査・指導を行う。 

④ カドミウム基準値を超過した農産物の市場流通を防止するため、農作物生産流通対策事業区

域において、水稲出穂前後の水管理の徹底を図るほか、収穫・出荷前の各種調査を実施する。 

⑤ 放射性物質の基準値を超える農林畜産物等の生産や流通を未然に防止するため、市町、農業

協同組合、農林畜産物直売施設と連携しながら大崎地域における農林畜産物等のモニタリング

検査を行う。また、粗飼料の検査を継続するとともに、生産者団体と連携して、適切な飼養管

理の指導を実施する。 

⑥ 特用林産物については、出荷制限品目のモニタリング検査を継続する。また、出荷制限が解

除された品目については、安全・安心を確保するための検査・出荷管理体制のもと、市町と連

携して生産者や直売所等を指導する。 

⑦ 家畜排せつ物等に起因する環境汚染を防ぐため、家畜排せつ物処理施設の適正管理を指導す

るとともに、堆肥の利用促進を図るための耕畜連携を推進する。  

⑧ 家畜伝染病の発生予防とまん延防止を図るため、各種伝染性疾病の検査及び飼養衛生管理基

準の遵守指導を実施する。  

⑨ 高病原性鳥インフルエンザ及び豚熱等の特定家畜伝染病が発生した場合の体制を強化するた

め、防疫演習による対応マニュアルの検証を行う。併せて、発生に備え事業者への埋却候補地

確保の指導を継続する。  

⑩ 動物用医薬品の適正使用・管理を図るため、使用者や販売業者の立入検査・指導を行う。 

 

(2) 自然災害等への対応 

 

① 自然災害等で被災した事業者に対しては、雇用の確保、工場・設備等の復旧や新たな整備経

費の補助等の情報を提供するなど必要な支援を行う。 

② 「資材価格高騰等に伴う営農相談窓口」を当面の間継続し、その他の相談窓口等を含

めて、農業者からの相談に対応するとともに農業者が対象となる支援制度等について情

報提供を行う。 

③  防災重点農業用ため池について、防災工事が計画的に推進されるよう、関係市町へ指 

導・助言する。 

④ 近年豪雨災害が頻発化・激甚化しているため、河川の氾濫を防ぐ・減らす対策となる 

「田んぼダム」の取組について、宮城県田んぼダム実証・普及コンソーシアムの活動を

通じて普及・拡大を図り流域治水に寄与する。また、農地整備事業実施地区において「田

んぼダム」対応型の落水桝を標準的に設置し、「田んぼダム」に取組む環境を整える。 

⑤ 老朽化により機能が低下しつつある排水機場の補修や更新・整備を計画的に進め機能 

回復に取組むほか、構造が不適当又は不十分なため治水上問題があると判断された農 

業用河川工作物の補強・改良や撤去を行うなど、災害の未然防止や軽減を図る。 
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⑥ 渇水・異常高温による農作物への影響が見込まれる場合に、適切な利水調整や技術対策が 

講じられるよう、農業用水状況・農作物生育状況と今後の管理等について関係機関と情報共有 

を図る。 

⑦  高病原性鳥インフルエンザ、豚熱、口蹄疫等の特定家畜伝染病の防疫体制を強化す  

    るとともに、発生時には、生産者・関係機関等と密接に連携を図りながら、速やかに防 

疫措置を講じる。  

⑧  自然災害発生時には、速やかに警戒態勢を構築し、管内関係機関と連携しながら被害 

状況を把握するとともに、被災事業者の支援に取り組む。また、市町に対する職員の初 

動派遣を的確に行い、災害対応を支援する。 

  県民サービスの向上を図るため、災害時と日常時の両方で利便性の高いデジタル身分証アプ

リ（ポケットサイン）の普及拡大に向け、宮城県公式地域ポイント（みやぎポイント）など幅

広い分野での利用を推進する。 

⑨ 異常気象等に伴う山地災害発生時には、速やかに現地パトロールによる状況把握を行うと

ともに、必要に応じて応急対策を講じながら、山地保全に係る調査及び工事の早期実施に結

びつける。また、山地災害の未然防止を図るため、既存の治山施設について点検を実施し、

機能強化に向けた対策を進める。さらに、各種保安林の機能が十分に発揮されるよう、その

適正な管理と整備を推進する。  

⑩ ツキノワグマやイノシシ等大型野生鳥獣による人身被害の防止を図るため、管内市 

町と連携し適切に有害捕獲を進めるとともに、より一層の注意喚起を図る。また、緊急

時における関係機関との情報共有や連携を強化し、地域住民の安全を図る。   

 

(3) 地域住民が主体となる地域づくりの推進 

  

① 地方分権型社会において、地方創生の実現に向けて中心的な担い手となる管内市町の取組

を支援するため、大崎地域県市町政策調整会議（首長会議）等を通じ意見交換等を行うとと

もに、県と市町との協働による取組を推進する。また、市町村振興総合補助金を交付し、市

町自らの選択による個性的・重点的な地域づくりを支援する。 

② 地域が抱える様々な課題解決に向け市町とのパートナーシップの構築を図るため、管内１市

４町で構成される「大崎定住自立圏」における具体的取組等を記載した「大崎定住自立圏共生

ビジョン」の着実な実行を支援する。また、地域交通の基軸となる生活路線である陸羽東線は、

本県と山形県をつなぐ観光路線でもあることから、継続して大崎市など沿線市町と連携し、イ

ベント等への支援や各種ＰＲなどに取り組みながら利用促進を図っていく。  

③ 人口減少や少子高齢化の進展に対応するため、大崎地域への移住・定住の流れをつくるとと

もに、関係人口及び交流人口、定住人口の創出を支援する。 

④ 地域づくり団体等の活動支援や助成制度に関する情報提供を行う。  

⑤ 農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、農地・水路・農道等の地域資源、 

農村景観などの適切な保全管理に取り組む地域の共同活動や、平地に比べ条件が不利な中山間

地域等の農業・農村を維持する取組を総合的に支援する。  

⑥ 地域住民やＮＰＯ、林業者等が主体又は協働して行う森林の整備や資源の利用、更には

「おおさき山がっこ」による小学生等への森林教育の諸活動を支援する。 

⑦ ツキノワグマやイノシシなどによる農林業被害や市街地への出没が増加する中、鳥獣被害 

対策実施隊員の高齢化や担い手となる後継者が不足していることから、新規狩猟者の確保や令 

和８年度から新たに配置される鳥獣被害対策専門指導員によるサポートを進めるとともに、後

継者の技術向上に向けた取組を支援する。 
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５ 安全・安心な暮らしの確保に関する数値目標 

関連Ｎｏ 項   目 目標（前期） 

（令和６年度末） 

実績 

（令和７年度末） 

目標（中期） 

(令和９年度末) 

(1)－①  国際水準ＧＡＰ導入・認証総

数 
     68件 49件 68件 

(1)－③ 農薬取締法及び肥料取締法に

基づく立入検査 

農薬立入検査  

85 件 

肥料立入検査   

7件 

農薬立入検査 

46件 

肥料立入検査 

13件 

農薬立入検査 

85件 

肥料立入検査 

7件 

(1)－⑧ 高病原性鳥インフルエンザ検

査モニタリング 
定点 4戸 480羽 

強化 6戸  60羽 
定点 4戸 160羽 

強化 3戸 30羽 

定点 4戸 160羽 

強化 3戸  30羽 

(1)－⑧ ヨーネ病検査 （※１） 3,725頭  3,648頭 

(R8.2月末時点) 
3,170頭 

(1)－⑩ 動物用医薬品販売業立入検査 16 件  10件 19件 

(3)－⑤ 日本型直接支払制度支援対象

面積（※１）（※３） 

（中山間地域等直接支払制度

取組面積と多面的機能支払制

度取組面積の重複面積

A=10ha含） 

 

21,859ha 

  

22,079ha 

（R6年度） 

 

21,504ha 

■ （※１） 

■ （※３） 

 
 
 

令和 ３ 年４月策定 

令和 ４ 年４月改定 

                                   令和 ５ 年４月改定 

                                   令和 ６ 年４月改定 

                                   令和 ７ 年４月改定 

令和 ８ 年４月改定 
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